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WEB・配信・セミナーなどあらゆる動画が手ぶらで作れる！

資料だけ準備すればOK！！常駐スタッフがサポートします！
時間内なら何本作ってもOK！YouTube、zoomウェビナーにも対応動画制作・動画配信・動画活用までお任せください！

ウェビナー・動画マニュアル・YouTube動画も対応可能！
「動画を作ってみたいけどよくわからない」「これから配信を始めてみたいけど何をすればいいのかわからない」と思っている方、

お気軽にご相談ください。当社のノウハウを基にお客様のコンテンツ作りを0からサポートします！

スタジオ概要

□施設名

□住所

□TEL

□Mail

□Web

□面積

□天井高

□担当

□アクセス

STUDIO Quick

福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエスビル8F

092-411-2100

info@bnwe.co.jp

https://bnwe.co.jp/studio/

スタジオ／約39㎡ 控室／約18㎡

2.4m

有川 西山 （株式会社ブランニューウェイブ）

JR（地下鉄）博多駅より徒歩5分

https://bnwe.co.jp/studio/


「スタジオクイック」だからできること

「スタジオクイック」はイベント歴19年の会社と映像制作歴60年の会社がタイアップして誕生した撮影スタジオです。

WEBセミナーやeラーニングなど、プレゼンテーションと資料や動画、グリーンバックを使用したクロマキーを

リアルタイムで合成できるスタジオです。

オンラインセミナー・オンライン研修・オンラインイベント採用説明会から、WEB番組やYouTube動画まで幅広くご利用いただけます。

全ての制作には専門のスタッフが常駐してサポートするのでご安心ください！

もちろん、DVDなどメディアへの書き出しも対応します。

スタジオ使用例のご紹介

ウェビナーに必須なPPTアニメーションも

リアルタイムに記録。

デザインテンプレートもご用意しております。

ウェビナー

会議の拠点・会社説明会など、ミーティング

またはウェビナーでの配信もお手伝いいたし

ます。

WEB会議

ライブ配信・拠点配信をしたい。YouTube・

zoomを活用したい・

様々な要望を、常駐スタッフがサポートしま

す。

学術会議

YouTube動画や商品紹介など、コストを抑

えた制作が可能です。全身の撮影も可能なの

で、営業、マナー研修、美容・エクササイズ、

医療・施術動画など、全身・複数対面などの

コンテンツも対応可能です。

動画撮影・YouTube

配信後のアーカイブとしての編集はもちろん、

配信の為のVTR制作・スライド制作・合成素

材ライブラリーも行っております。

動画編集



スタジオクイック図面

※グリーンバックサイズ

面 積 スタジオ／約39㎡ 控室／約18㎡

※注意点※
防音設備が整っていないため緊急車両の音や日程によっては隣接しております
日航ホテルのチャペルの鐘の音などが入る可能性が御座います。
鐘が鳴る時間は、事前確認させて頂きます。

天井高 2.4ｍ

スタジオ内

控室内



STEP1 ご予約フォームもしくはお電話によるお申込み

STEP3 当社より仮申し込み、または申込み完了確認書の送信

STEP4 ご利用内容の確認、及び使用機材などのご提案

STEP5 ご指定の口座への入金（事前の御振り込みが難しい場合はご相談ください）

STEP6 zoom等を使用しての撮影内容のお打ち合わせ

STEP7 当日撮影

予約から本番までの流れ

STEP2 当社よりメール若しくはお電話によるご連絡



■企業様ご利用料金表 ご利用可能時間 10:00～20:00

品名 セット内容 金額（税込）

お任せセット
（3時間以上6時間以内）

スイッチャー＆WEBコンバータセット

138,600円
スイッチャー（4ソース対応可）

WEBコンバータ（持ち込みPC2台まで対応可）

PC

撮影用カメラ

撮影用照明

撮影用マイク

グリーンバック

オペレーター1名

基本音響、照明

パイプ椅子

会議用テーブル

（W1,400×D450×H700mm）

インターネット回線

ご利用時の延長料金 上記セット内容
11,000円

1時間毎に発生

オプション

PC（Windows） 22,000円

PC（mac） 38,500円

カメラ 16,500円

スイッチャー（8ch仕様） 55,000円

有線マイク 1,650円

ワイヤレスマイク 22,000円

ピンマイク 1,650円

クリッカー 3,300円

モニター（22インチ） 5,500円

モニター（32インチ） 22,000円

モニター（42インチ） 44,000円

モニター（55インチ） 60,500円

モニター（60インチ） 99,000円

モニター（70インチ） 132,000円

モニター（80インチ） 176,000円

プロジェクター 38,500円

収録内容のデータ化及び納品 11,000円

収録映像の動画編集作業
要相談

編集内容により異なります

料金設定
■個人様ご利用料金表 ご利用可能時間 20:00～22:00

品名 セット内容 金額（税込）

お気軽セット
（2時間以内）

照明

33,000円

グリーンバック

基本音響、照明

パイプイス

会議用テーブル

（W1,400×D450×H700mm）

インターネット回線

ご利用時の延長料金 上記セット内容
11,000円

1時間毎に発生

オプション

スイッチャー＆WEBコンバータセット

11,000円
スイッチャー（4ソース対応可）

WEBコンバータ（持ち込みPC2台まで対応
可）

PC 22,000円

撮影用カメラ 16,500円

撮影用マイク 1,650円

収録内容のデータ化及び納品 11,000円

収録映像の動画編集作業
※要相談

編集内容により異なります

■その他備品

品名 セット内容 金額（税込）

控室備品

スチールラック

無料
ハンガーラック

冷蔵庫（小）

姿見

オプション
ケータリング ※要相談

プリンター ※要相談

※その他、内容により対応可能

（空き状況によって異なりますのでご相談下さい）



利用規約
利用規則テキストインタラクティブ配信にかかる映像制作・配信契約

総則
（本件契約の目的）
1.（コンテンツホルダー）（以下「甲」という。）と株式会社西日本シネ用品（以下「乙」という。）は、甲がインタラク
ティブ配信に供する映像を、乙が制作し、これを乙がインタラクティブ配信により利用することを目的として、本契約を締
結する。
2.（定義）本契約において使用する用語の定義は、特記なき限り、以下のとおりとする。
1.本件契約…この契約
2.インタラクティブ配信…著作物を、放送等以外の方法により公衆送信し、又はその公衆送信に伴い複製し、その他その公
衆送信に伴って公の伝達以外の方法により利用すること
3.本件映像…別紙「映像作品制作申請書」（以下「別紙」）の①「制作対象著作物に関する情報」に記載された、乙が制作
する映像作品
4.知的財産権…著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、またはそれら
の権利について登録等を出願する権利を含む。）
5.コンテンツ…本件映像の中に含まれる画像・肖像・文章・動画その他のデータを含むがこれらに限られない。
6.コンテンツ等…コンテンツ自体及びこれに第三者が投稿したコメント、並びにそれに類する一切の情報（ただし、コンテ
ンツ自体を除く）
7.外部サービス…本件映像のインタラクティブ配信に供するために利用する当社以外のプラットフォーム、ウェブサービス。
（乙が制作する本件映像）
甲は、乙に対し、別紙「映像作品制作申請書」（以下「別紙」）の①「制作対象著作物（第1条）に関する情報」記載の本件
映像の制作を委託し、乙はこれを受託した。
（納入・配信方法）
1.乙は、甲に対し、別紙②「納入・配信条件」にしたがった条件で本件映像を納入する。
2.甲は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、甲の企画意図に合致しない場合は、
その旨乙に通知し、当該通知を受けた乙は、速やかに甲の指示に従った対応をする。
3.納入物の所有権は、対価の完済により甲に移転する。

知的財産権の取り扱い
1.（権利帰属）

1.本件映像に関する知的財産権は、第三者に帰属すべきものを除いて、甲に帰属する。
2.乙は、本件契約および乙が実施する他のサービスの運営、管理、調査、開発及び広告・宣伝に用いるために、本件映像

の内容を閲覧し、保存し、編集し、または第三者に開示することができるものとする。ただし、乙は、本項にかかわらず、
甲に対し、本件映像の監視義務、保存義務等を負うものではない。

3.乙は、前項に基づき本件映像を使用する場合、本件映像の一部を省略・リサイズ・編集し、⽒名表示を省略することが
できるものとする。
2.（知的財産権等の保証）

1.甲は、自らが提供するコンテンツ等について、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、
及びコンテンツ等が第三者の権利を侵害していないことその他以下の点について、乙に対し表明し、保証する。

(1)コンテンツを当該登録ユーザー本人が制作し、またはコンテンツの正当な権利者から適切にコンテンツを投稿するこ
との許諾を得ていること

(2)コンテンツ等に関連して記載した情報等が正確であること
(3)コンテンツ等が合法的に制作されたものであること、または第三者の権利を侵害しないものであること
(4)コンテンツに人物が含まれる場合、当該コンテンツの被写体全員から肖像権に関する同意を得るなど、当該コンテン

ツの投稿が被写体に対する権利侵害に該当しないよう必要な措置を講じていること

2.前項の保証事項に反するコンテンツ等または次のいずれかに該当するコンテンツ等は、不適切なコンテンツ等と
みなし、乙は、その裁量により、コンテンツ等の削除または公開設定を変更できる。

(1)わいせつ、暴力、その他公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの
(2)児童売買春・ポルノ、無修正ビデオ動画等のダウンロードサイトへのリンク等掲載すること
(3)犯罪、違法行為及びそれを助長する行為
(4)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(5)コンピューターウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を含むもの
(6)商標、ブランドロゴ、キャラクター、広告（ポスター等）、商品（CD,DVD,書籍等）が主要な被写体として写っ

ているかまたは識別ができるものであって、当該権利者から許諾を得ていないもの
(7)他人の著作物を含むものであって、当該著作物の著作権者から必要な許諾を得ていないもの
(8)コンテンツの制作に際し許可が必要となる第三者が管理する施設、動物、物品等について、当該管理者または権

利者の適切な許可を取得していないもの、またそのような許可を取得せずに撮影が行われたもの
(9)コンテンツ等として不適切な文字掲載や加工がされたもの
(10)他者の表現や権利を侵害しているもの
(11)その他、配信等が法令に抵触すると乙が判断したもの
(12)その他上記に準じるもの

本件映像作成・配信にかかる免責等
1.（免責）

1.乙は、本件契約の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、甲に
よる本件契約の利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないこと
について何ら保証するものではない。

2.本件契約の他の規定に定める場合も含め、甲からの役務の提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、投稿
データの削除または消失、本件契約の利用による情報の消失または機器の故障もしくは損傷（以下「ユーザー損害」と
いいます。）について、賠償する責任を一切負わないものとする。

3.何らかの理由により乙が甲に対して責任を負う場合であっても、乙は、甲の損害について、別紙③「本件契約に
かかる対価」に記載の通りを超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来
の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。

4.本件契約及び配信行為に関連して第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙は一切の責任
を負わない。

5.乙は、適宜コンピュータ・ウィルスに関する技術的防護策を講じるが、外部サービスにおいてアクセス可能な情
報がコンピュータ・ウィルスに感染していないことを保証するものではない。
2.（免責）

1.乙は、以下の場合、一切責任を負わない。
(1)甲が本件映像インタラクティブ配信により第三者に対し損害を与えた場合
(2)外部サービスに契約内容に適合しない事項（いわゆるバグや構造上の問題等を含む）が存していた場合
(3)外部サービス利用において、第三者による不正侵入（コンピュータ・ネットワークに侵入し、データを破壊・改

ざんするなどの手段で当該ネットワークの機能を不全に陥れる行為一般）、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な
処分による電気通信設備、端末設備、契約者側端末、本ソフトウェア、サーバの不具合

(4)戦争、天変地異、公衆衛生上の懸念、第三者による妨害等その他不可抗力による役務の提供不能
2.乙は、外部サービスが利用終了をしたことに伴い発生する甲の損害について、責任を負わない。
3.本条第１項(1)に記載の事象が発生した場合で、かつ乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、その損害

及び損害解決のための訴訟費用・弁護士費用につき、その全額を甲に求償することができる。



利用規約
費用の決済方法
1.（利用対価）

甲は、乙に対し、本件契約にかかる対価につき、別紙③「本件契約にかかる対価」に記載の通りの条件にて対価を支払う。
2.（期限の利益の喪失）

1.乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、期限の利益を失い、本契約に基づいて甲
に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければならない。

(1)手形・小切手を不渡りにし、租税滞納処分を受け、又は仮差押え・仮処分・強制執行等の申立て、若しくは破産・民
事再生・会社更生手続開始等の申立てがあったとき。

(2)営業を廃止し、又は合併によらないで解散したとき。
(3)営業の許可又は登録が取り消されたとき。
(4)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき。
2.本契約が期間満了又は解除により終了したときは、甲は、期限の利益を失い、乙に対し、残余の支払債務を直ちに履行

しなければならない。
3.（監査）

1.甲が、甲の著作物の利用について乙から提出された著作物利用報告の記載内容を確認するため、甲の職員又は甲の指定
する者を乙の事務所に派遣したときは、乙は著作物利用報告の記載内容の確認に必要な証憑書類・データ及びこれらの関係
帳簿類等（以下「関係資料」という。）の閲覧に同意し、かつ、監査に必要な便宜を与えるものとする。ただし、電気通信
事業法で定められた守秘義務にかかる情報については、この限りではない。

2.甲は、前項に定める監査を、本契約期間中及び契約終了後も3年間実施することができるものとします。
3.乙は、前項に定める期間中は、甲の著作物の利用状況に関する記録を保存しなければならないものとします。ただし、

甲が一度監査を終了した資料については、この限りではありません。
4.第1項の監査は、甲乙事前にその方法・時期等について打ち合わせのうえ実施するものとします。
5.甲は、第1項の監査の結果として知り得たすべてのデータ及び情報を第三者に開示しないものとします。
6.乙は、第 1項の監査の結果、甲に支払うべき著作物使用料が不足していたことが明らかになったときは、その差額を、

甲に対し、速やかに支払う。
4.（有料配信における著作物利用状況等の報告）

1.乙は、配信対象となった本件映像の利用状況及び情報料・広告料等収入を月ごとに集計し、30日以内に甲に報告するも
のとします。なお、情報料・広告料等の収入については、収入明細書等の証憑書類を提出するものとします。

2.乙は、甲が請求したときは、甲の利用許諾を受けた範囲で新たに本件映像を利用しようとするごとに、その題号及び著
作者名等を、利用を開始する前に、甲が指定する書面又は電磁的方法により甲に提出するものとします。

3.乙は、甲が請求したときは、配信する本件映像のデータファイル及び音楽著作物を配信するウェブサイトを構成するHT
MLファイル等の複製物を、速やかに提出するものとします。

4.甲は、前3項の規定により報告を受けたデータ及び情報を第三者に開示しないものとします。
5.（遅延損害金）

乙が甲に対する著作物使用料等の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、支払期限の翌日から完済に至るまでの日数に
応じ、当該債務のほかに年率14.6％（1年を365日とする日割計算）相当額を遅延損害金として支払わなければなりません。

契約期間
1.（契約期間）

1.本契約において、インタラクティブ配信を行う場合の有効期間は別紙④「契約期間（配信に関して）」までとします。
2.本契約は期間満了時に、甲乙のいずれからも特に異議を述べないときは、満了時の契約内容をもって1年間更新するも

のとします。以降も同様とします。
3.本契約が期間満了又は解除により終了した場合であっても、第14条（遅延損害金）、第11条（監査）、本条（契約期

間）本項、第10条（期限の利益喪失）第2項、第18条（契約解除等の効果）、第20条（個人情報の利用目的）及び第22条
（合意管轄）の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとします。

契約の解除
1.（契約期間中の合意解除）

1.甲乙が、射手形に対し、廃業又は甲の著作物利用の廃止により本契約の解除を書面にて申し出たときは、本契約
は契約期間中であっても、その申し出た月の末日をもって終了する。この場合において、相手方に残余の債務があると
きは、直ちに清算する。

2.乙が2以上のサービスについて甲の利用許諾を得ている場合において、その一部のサービスにおける甲の著作物利
用を廃止するときは、事前に書面にて申し出ることにより、その申し出た月の末日をもって、当該サービスについての
利用許諾を終了することができる。
2.（契約の解除）

1.次の各号のいずれかの事由があるときは、甲は、2週間以上の期間を定めた催告の上、本契約の全部又は一部を解
除できるものとする。

(1)相手方が、本契約に定める義務に違反したとき。
(2)甲の提出した著作物利用状況の報告が事実と異なっていたとき。
(3)乙が、本契約の範囲を超えて甲の著作物を利用したとき。
(4)民法第542条第1項各号に掲げる場合には、乙は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の全部を解除するこ

とができるものとし、同条第2項各号に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の一部を解
除することができるものとします。

(5)甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、直ちに本契約の全部又
は一部を解除することができる。この解除は、甲が被った損害につき利用者に賠償請求することを妨げないものとする。
3.（契約解除等の効果）

1.本契約が期間満了、解除、その他理由の如何を問わず終了したときは、乙は、甲の著作物の利用並びに許諾マー
ク及び許諾番号の表示を直ちに中止しなければならない。

2.前項の規定により、本契約が終了したにもかかわらず、乙が甲の著作物の利用を継続したときは、乙は、著作物
使用料相当額（損害賠償債務又は不当利得返還債務としてのもの。）を支払わなければならない。
その他
1.（権利義務及び契約上の地位の譲渡禁止）

甲乙は、本契約に基づく一切の権利義務又は契約上の地位を、相手方からの事前の書面による承諾なく第三者に譲
渡若しくは移転し、又は担保に供してはならない。
2.（個人情報の利用目的）

甲乙は、本件契約の役務提供にあたり知り得た相手方保有の個人情報を、個人情報保護法及びこれに基づく当社の
プライバシーポリシーに基づき取り扱う。
3.（信義則）

甲乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又はインタラクティブ配信の急
速な技術の発展や流動的な利用形態である等の実態に鑑み、乙の予測できない状況が生じた場合は、法令の定めによる
ほか、甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
4.（合意管轄）

本契約に関する一切の紛争（裁判所の調停手続を含む。）については、福岡地方裁判所又は福岡地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。


